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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第32期

第３四半期累計期間
第33期

第３四半期累計期間
第32期

会計期間
自 平成26年６月１日
至 平成27年２月28日

自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29日

自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日

売上高 (千円) 3,252,897 4,040,136 4,559,409

経常利益 (千円) 219,023 385,476 341,706

四半期（当期）純利益 (千円) 135,708 262,354 229,628

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － －

資本金 (千円) 302,889 302,889 302,889

発行済株式総数 (株) 1,356,200 1,356,200 1,356,200

純資産額 (千円) 1,572,705 1,874,245 1,667,405

総資産額 (千円) 3,001,123 3,033,371 2,924,644

１株当たり四半期（当期）純利益金額 (円) 100.08 193.47 169.33

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 40.00

自己資本比率 (％) 52.4 61.8 57.0
 

　

回次
第32期

第３四半期会計期間
第33期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成26年12月１日
至 平成27年２月28日

自 平成27年12月１日
至 平成28年２月29日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 29.41 50.71
 

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（1）業績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、中国はじめ海外経済の減速による輸出の低迷及び原油価格や株価

の大幅な下落等による金融市場の混乱があったことから、踊り場にあるとの指摘もあります。とはいえ、雇用の改

善及び消費者物価の落ち着きから個人消費が底堅く推移しており、緩慢な動きながら回復傾向が続いており、今後

はマイナス金利が経済に及ぼす効果に不透明さがあるものの、引き続き個人消費を中心にわが国経済は緩やかなが

ら拡大するものと予想されます。

当社が属する不動産業界におきましては、国土交通省の調査「主要都市の高度利用地地価動向報告」によれば、

平成27年第４四半期（平成27年10月１日～平成28年１月１日）は、平成27年第３四半期（平成27年７月１日～平成

27年10月１日）に続いて主要都市・高度利用地100地区の地価動向は、ほぼ９割の89地区が上昇しました。また、

当社の主力事業である中古住宅の売買の成約件数については、公益社団法人西日本不動産流通機構（西日本レイン

ズ）に登録されている物件情報の集計結果である「市況動向」によると、直近の調査では当社の営業エリアである

山口県、福岡県、佐賀県、広島県及び大分県の中古一戸建は軒並み前年同四半期を下回りました。

このような環境の中、当社は、平成27年６月に大分県初の店舗となる大分店（大分県大分市）を出店し、周辺エ

リアへの仕入れの強化を行う等、不動産売買事業に注力いたしました。また、人件費の増加の抑制等により、収益

の改善を図りました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は4,040,136千円（前年同四半期比24.2％増）、営業利益は388,457

千円（同72.3％増）、経常利益は385,476千円（同76.0％増）、四半期純利益は262,354千円（同93.3％増）となり

ました。

 
セグメントの業績は、次のとおりであります。

①不動産売買事業

自社不動産売買事業については、佐賀駅店（平成26年９月出店）、広島安佐南店（平成27年２月出店）及び大

分店（平成27年６月出店）の３店舗が自社所有の中古住宅の販売に貢献いたしました。既存店舗もエリアを拡大

して中古住宅の仕入を強化したほか、インターネットのリスティング広告等を行って、顧客からの反響数の拡大

を図りました。これらにより、当社所有の不動産の販売件数は244件と前年同四半期を49件上回り、自社不動産

売買事業の売上高も前年同四半期を上回りました。不動産売買仲介事業については、同業他社との連携を強化

し、情報収集に努めたことにより、売買仲介件数が大幅に増加して、売買仲介手数料は前年同四半期を上回りま

した。

これらの結果、不動産売買事業の売上高は3,757,695千円（前年同四半期比28.2％増）、営業利益は549,707千

円（同41.1％増）となりました。

 

②不動産賃貸事業

不動産賃貸仲介事業については、賃貸仲介件数の減少により賃貸仲介手数料が減少しましたが、受取手数料及

び請負工事高の増加により売上高は前年同四半期を上回りました。不動産管理受託事業については、積極的な営

業活動により管理物件が増加して管理受託料が増加したものの、請負工事高の減少により売上高は前年同四半期

を下回りました。自社不動産賃貸事業については、平成27年４月に賃貸ビルの一部を売却したことから、賃貸収

入は前年同四半期を下回りました。

これらの結果、不動産賃貸事業の売上高は99,365千円（前年同四半期比18.7％減）、営業利益は19,348千円

（同30.9％減）となりました。
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③不動産関連事業

リフォーム事業については、大型工事の受注により請負工事高が前年同四半期を上回ったことから、売上高は

前年同四半期を上回りました。保険代理店事業については、火災保険の10年超の契約が平成27年９月で廃止され

たことに伴い、駆け込み需要が発生し、売上高は前年同四半期を上回りました。ネットショッピング事業につい

ては、Amazon及びYahooの通販サイト経由の販売が増加したことにより、売上高は前年同四半期を上回りまし

た。

これらの結果、不動産関連事業の売上高は110,811千円（前年同四半期比37.8％増）、営業利益は19,494千円

（同75.8％増）となりました。

 

④その他事業

介護福祉事業については、シルバー・リフォーム工事の減少により請負工事高が減少したものの、介護用品の

販売が増加したことから、売上高は前年同四半期を上回りました。なお、携帯ショップ事業については、平成27

年１月に廃止しております。

これらの結果、その他事業の売上高は72,263千円（前年同四半期比39.9％減）、営業利益は1,304千円（同

61.1％減）となりました。

 

（2）財政状態に関する分析

①資産

当第３四半期会計期間末の総資産合計は、3,033,371千円となり、前事業年度末に比べて108,727千円増加しま

した。流動資産は2,606,648千円となり、前事業年度末に比べて173,477千円増加しました。これは主として、短

期借入金の増加により現金及び預金が106,549千円増加したことによるものであります。固定資産は426,722千円

となり、前事業年度末に比べて64,750千円減少しました。これは主として、賃貸事業目的で保有していた不動産

を販売目的で保有することに変更したことから、土地が40,000千円減少したことによるものであります。

 

②負債

当第３四半期会計期間末の負債合計は、1,159,126千円となり、前事業年度末に比べて98,113千円減少しまし

た。流動負債は663,943千円となり、前事業年度末に比べて36,764千円減少しました。これは主として、未払法

人税等が39,536千円減少したことによるものであります。固定負債は495,182千円となり、前事業年度末に比べ

て61,348千円減少しました。これは主として、長期借入金が56,511千円減少したことによるものであります。

 

③純資産

当第３四半期会計期間末の純資産合計は、1,874,245千円となり、前事業年度末に比べて206,840千円増加しま

した。これは主として、配当金の支払54,243千円があったものの、四半期純利益を262,354千円計上したことに

よるものであります。

以上の結果、自己資本比率は、前事業年度末の57.0％から61.8％となりました。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。

また、新たに生じた課題もありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 4,000,000

計 4,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年２月29日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年４月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,356,200 1,356,200

東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
福岡証券取引所

（Ｑ－Ｂｏａｒｄ）

完全議決権株式であり、権利

内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であり

ます。なお、単元株式数は

100株であります。

計 1,356,200 1,356,200 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年12月１日～
平成28年２月29日

－ 1,356,200 － 302,889 － 258,039
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成27年11月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

    平成28年２月29日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 100 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,355,700 13,557

「１株式等の状況　(1)株
式の総数等　②発行済株
式」に記載のとおりであり
ます。

単元未満株式 普通株式 400 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 1,356,200 ― ―

総株主の議決権 ― 13,557 ―
 

（注）「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式27株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

平成28年２月29日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

株式会社東武住販 山口県下関市岬之町11番46号 100 ― 100 0.00

計 ― 100 ― 100 0.00
 

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１. 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成27年12月１日から平成28年

２月29日まで)及び第３四半期累計期間(平成27年６月１日から平成28年２月29日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３. 四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年５月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年２月29日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 560,403 666,953

  売掛金 33,522 34,855

  販売用不動産 1,186,453 ※  1,262,091

  仕掛販売用不動産等 563,901 565,051

  商品 8,332 6,249

  貯蔵品 3,814 3,866

  その他 77,000 67,823

  貸倒引当金 △257 △242

  流動資産合計 2,433,171 2,606,648

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 177,885 ※  152,715

   土地 200,024 ※  166,585

   その他（純額） 22,085 ※  20,063

   有形固定資産合計 399,995 339,363

  無形固定資産 7,571 6,007

  投資その他の資産   

   投資その他の資産 84,804 82,150

   貸倒引当金 △897 △798

   投資その他の資産合計 83,906 81,351

  固定資産合計 491,473 426,722

 資産合計 2,924,644 3,033,371
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年５月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年２月29日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 60,159 100,004

  短期借入金 285,236 327,268

  未払法人税等 75,943 36,407

  賞与引当金 － 17,443

  完成工事補償引当金 2,500 2,700

  その他 276,869 180,120

  流動負債合計 700,708 663,943

 固定負債   

  長期借入金 466,391 409,880

  資産除去債務 65,817 62,995

  その他 24,322 22,307

  固定負債合計 556,530 495,182

 負債合計 1,257,239 1,159,126

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 302,889 302,889

  資本剰余金 258,039 258,039

  利益剰余金 1,103,417 1,311,528

  自己株式 △172 △176

  株主資本合計 1,664,173 1,872,281

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 3,231 1,964

  評価・換算差額等合計 3,231 1,964

 純資産合計 1,667,405 1,874,245

負債純資産合計 2,924,644 3,033,371
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

売上高 3,252,897 4,040,136

売上原価 2,214,085 2,744,540

売上総利益 1,038,811 1,295,596

販売費及び一般管理費 813,383 907,138

営業利益 225,428 388,457

営業外収益   

 受取利息 79 111

 受取配当金 92 460

 助成金収入 480 31

 違約金収入 1,281 800

 その他 3,404 2,913

 営業外収益合計 5,337 4,316

営業外費用   

 支払利息 9,786 5,687

 その他 1,955 1,609

 営業外費用合計 11,742 7,297

経常利益 219,023 385,476

特別利益   

 固定資産売却益 － 137

 特別利益合計 － 137

税引前四半期純利益 219,023 385,614

法人税、住民税及び事業税 70,657 99,119

法人税等調整額 12,657 24,140

法人税等合計 83,314 123,260

四半期純利益 135,708 262,354
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※ 第１四半期会計期間において賃貸事業目的から販売目的に保有目的を変更したことにより、有形固定資産の一部を

販売用不動産に振り替えており、内訳は次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成27年５月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年２月29日)

建物（純額） ― 千円  22,463千円

土地 ― 40,000

その他（純額） ― 118

計 ― 62,582
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間 に 係 る 減 価 償 却 費 （ 無 形 固 定 資 産 に 係 る 償 却 費 を 含 む 。 ） は 、 次 の と お り で あ り ま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 
前第３四半期累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成27年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29日)

減価償却費 22,567千円 16,588千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 平成26年６月１日 至 平成27年２月28日)

１. 配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年８月28日
定時株主総会

普通株式 27,054 20 平成26年５月31日 平成26年８月29日 利益剰余金
 

 

２. 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。

 

当第３四半期累計期間(自 平成27年６月１日 至 平成28年２月29日)

１. 配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年８月27日
定時株主総会

普通株式 54,243 40 平成27年５月31日 平成27年８月28日 利益剰余金
 

 

２. 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間(自 平成26年６月１日 至 平成27年２月28日)

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
損益計算書
計上額
(注)３

不動産
売買事業

不動産
賃貸事業

不動産
関連事業

計

売上高         

  外部顧客への売上高 2,929,980 122,167 80,414 3,132,561 120,335 3,252,897 ― 3,252,897

セグメント利益 389,591 28,001 11,091 428,684 3,356 432,041 △206,613 225,428
 

（注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護福祉事業及び携帯ショップ事

業を含んでおります。なお、当社は、平成27年１月31日をもって、携帯ショップ事業を廃止いたしました。

２．調整額の内容は、以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額△206,613千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。な

お、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

当第３四半期累計期間(自 平成27年６月１日 至 平成28年２月29日)

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
損益計算書
計上額
(注)３

不動産
売買事業

不動産
賃貸事業

不動産
関連事業

計

売上高         

  外部顧客への売上高 3,757,695 99,365 110,811 3,967,872 72,263 4,040,136 ― 4,040,136

セグメント利益 549,707 19,348 19,494 588,549 1,304 589,853 △201,396 388,457
 

（注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護福祉事業であります。

２．調整額の内容は、以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額△201,396千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。な

お、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

　第１四半期会計期間において、賃貸事業目的から販売目的に保有目的を変更したことにより、有形固定資産の一部

を販売用不動産に振り替えております。これにより、「不動産売買事業」セグメントの資産が62,582千円増加し、

「不動産賃貸事業」セグメントの資産が同額減少しております。

 
３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成27年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29日)

１株当たり四半期純利益金額 100円08銭 193円47銭

(算定上の基礎)   

 四半期純利益金額(千円) 135,708 262,354

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 135,708 262,354

 普通株式の期中平均株式数(株) 1,356,056 1,356,073
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年４月12日

株 式 会 社 　東　武　住　販

取 締 役 会 　御 中
 

有限責任監査法人　トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   川   畑   秀   二 　 　 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   荒   牧   秀   樹  　　 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東

武住販の平成２７年６月１日から平成２８年５月３１日までの第３３期事業年度の第３四半期会計期間（平成２７年１

２月１日から平成２８年２月２９日まで）及び第３四半期累計期間（平成２７年６月１日から平成２８年２月２９日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東武住販の平成２８年２月２９日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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